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中部電力生活協同組合組合員証カードの年会費は、 

会員特約第7条をご確認ください。 

 

 

中部電力生活協同組合組合員証取扱規則 

第 1条（組合員証） 

1．中部電力生活協同組合（以下この組合という）の組合員となったものについては、

定款第7条第5項、第8条第5項により組合員証を交付する。 

2．前項の組合員証は、この組合と契約したカード会社と提携して発行し、提携する

会社はこの組合が指定する。 

3．カード会社の加盟店利用等の場合は、別に定められた中部電力生活協同組合組

合員証会員特約ならびに個人会員規約による。 

4．中部電力生活協同組合組合員証会員特約第2条によりカード会社と提携した組

合員証が発行されない場合は、この組合の事業が利用できる組合員証を交付す

る。 

第 2条（組合員証の提示） 

1．この組合の事業を利用するときには、組合員証の提示をもって利用しなければ

ならない。 

2．施設その他利用事業であらかじめ予約・承認を得て利用する場合であっても、

指定店から組合員証の提示を求められたときは、ただちに提示しなければなら

ない。 

第 3条（組合員証の譲渡、貸与、質入などの禁止） 

1．組合員証利用の範囲は、組合員およびその家族とし、他人に譲渡、貸与、または

質入れ、その他担保に提供するなど組合員証の占有を第三者に移転することは

一切できない。 

2．前項に違反し組合員証が利用された場合、またはこのことが発覚した場合は組

合事業の利用拒否はもちろん、それより生じた一切の損害はその組合員の負担

とする。 

第 4条（組合員証の利用方法） 

組合員はこの組合の指定店に組合員証を提示し、所定の手続きにより物品の購入

ならびにサービスの提供を受けることができる。ただし、物品の購入ならびに受け

たサービスに関する紛議は、組合員と指定店とにおいて解決するものとし、この組

合は一切の責任を負わない。 

第 5条（組合員証の利用限度） 

指定店での組合員証による一回当りの利用限度額は、別に定める金額とする。 

ただし、事前にこの組合の承諾を得た場合は、限度額を超えて利用できる。 

第 6条（代金決済の方法） 

1．指定店での利用代金および手数料など組合員が負担する支払い債務は、毎月こ

の組合が定める方法により支払う。 

2．代金支払日に支払いできない場合は、別に定める方法により支払う。 

第 7条（組合員証の利用の停止、法的措置など） 

1．組合員が支払いを怠るなど本規則に違反した場合、この組合は次の措置をとる

ことができる。 
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（1）組合員証の利用の停止 

（2）組合員証の返却 

（3）この組合の指定店などに対する当該組合員証の無効通知 

（4）この組合が必要と認めた法的措置 

2．前項各号の措置は、この組合の指定店などを通じて行われるほか、この組合が

定める方法によって行う。 

3．この組合が取立てに要した費用ならびに、法的措置に要した費用は、脱退後と

いえどもすべて組合員の負担とする。 

第 8条（組合員証の紛失） 

1．組合員は組合員証を紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに次の手続き

をとらなければならない。 

（1）この組合への届出 

（2）最寄りの警察署への届出 

2．前項の届出を提出した組合員証は届出と同時に無効とし、この組合は各指定店

に対し当該組合員証の紛失、盗難による無効通知をするものとする。 

3．第1項の手続きの完了前に生じた一切の損害は組合員の負担とし、組合員証無

効通知後に発生する損害については指定店の負担とする。 

第 9条（組合員証の返却） 

定款第10条、第11条、および第12条第1項の規定により、組合員たる資格を喪失

したときは、すみやかに組合員証を組合へ返却しなければならない。 

第 10条（変更事項の届出） 

組合員は、氏名、住所等組合への届出事項に変更があった場合は、ただちにきめら

れた変更届によりこの組合へ届出をしなければならない。 

第 11条（組合員証の再交付） 

1．第 8条第 1項の届出を提出した組合員には申請により、組合員証を再発行し交

付する。 

2．前項の再発行の申請は、所定の様式によりこの組合に届出なければならない。 

3．前項により再交付後、既に届出た組合員証が発見されたときは、すみやかにこ

の組合へ返却しなければならない。 

4．組合員証が汚損または破損等により識別困難な状態となったときは、再交付申

請書に当該組合員証を添え、この組合へ提出することによって再発行するもの

とする。 

5．再交付する組合員証は原則として有償とする。 

第 12条（無効組合員証の処理） 

第 9条、第 11条第 3項および第 4項により回収された組合員証は、確認の上裁

断し、カード会社に送付する。 

第 13条（組合員証の有効期限） 

1．組合員証の有効期限はこの組合が指定するものとし、組合員証に西暦で月、年

の順に記載し、その月の末日までとする。 

2．組合員証の有効期限が到来する場合、この組合が不適当と判断する場合を除き、

引き続き新しい組合員証を交付する。 

3．組合員は、有効期限の到来した組合員証は裁断または焼却処分する。 

第 14条（規則の改廃） 

この規則の改廃は、理事会の議決による。 

（附  則） 

この規則は、組合成立の日から施行する。 
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2025年 12月 9日改定 

中部電力生活協同組合組合員証 
会員特約 

第 1条（本特約） 

1．本特約は、第2条第1項に定めるクレジットカード（以下「本カード」といいます。）

の会員に対し、中部電力生活協同組合組合員証取扱規則（以下「中電生協規則」

といいます。）および「個人会員規約」（以下「会員規約」といいます。）の特約とし

て定めるものであり、本特約と中電生協規則または会員規約とが抵触する場合、

本特約が優先し適用されるものとします。 

2．本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、中電生協

規則または会員規約の定義によるものとします。 

第 2条（本カードの名称と入会方法） 

1．本カードは、三菱ＵＦＪニコス株式会社（以下「三菱ＵＦＪニコス」といいます。）と中

部電力生活協同組合（以下「組合」といいます。）との提携にもとづき、三菱ＵＦＪ

ニコスが発行する次のクレジットカードをいいます。 

●中部電力生活協同組合組合員証 

2．入会申込者は、本特約、中電生協規則および会員規約（以下これらを総称し「本

規約等」といいます。）を承認のうえ、三菱ＵＦＪニコスおよび組合（以下「両者」と

いいます。）に入会を申込むものとします。 

3．両者が本カードの本人会員または家族会員として入会を承認した方を会員とい

い、会員は、三菱ＵＦＪニコスの会員資格（以下「三菱ＵＦＪニコス会員資格」といい

ます。）と組合の会員資格（以下「組合会員資格」といいます。）とを有するものと

します。 

第 3条（本カードの機能） 

本カードは、会員規約にもとづくカードの機能と中電生協規則にもとづく組合員証

の機能を有するものとします。 

第 4条（規約の適用） 

1．組合の指定店における本カードの使用については中電生協規則が適用され、三

菱ＵＦＪニコスの加盟店における本カード使用については本特約ならびに会員規

約が適用されます。 

2．組合の指定店が三菱ＵＦＪニコスの加盟店でもある場合は、組合指定店として扱

われます。 

第 5条（会員資格取消等） 

1．会員に組合の提供する特典・サービスを受けるにあたり不正な行為があった等

組合会員資格を有するに不適当であると認められた場合、組合は、何らの通知、

催告を要しないで当該会員の組合会員資格を取消すことができるものとします。

これにより本人会員が組合会員資格を喪失した場合、その家族会員も当然に組

合会員資格を喪失するものとします。 

2．会員が組合会員資格を喪失した場合、三菱ＵＦＪニコスは、当該会員の三菱ＵＦＪ

ニコス会員資格を取消すことができるものとします。 

3．会員が三菱ＵＦＪニコス会員資格を喪失した場合、組合または三菱ＵＦＪニコスの

指示に従って、ただちに本カードを三菱ＵＦＪニコスに返却し、または本カードに

切り込みを入れて破棄するものとします。 

4．組合が中電生協規則にもとづき本カードの利用停止等の措置をとった場合、三

菱ＵＦＪニコスは本カードの利用停止等の措置をとることができます。三菱ＵＦＪ
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ニコスが会員規約にもとづき本カードの利用停止等の措置をとった場合、組合

は本カードの利用停止の措置をとることができます。 

第 6条（特典およびサービスの利用） 

1．会員は、三菱ＵＦＪニコスが提供する特典およびサービスを受ける場合、三菱ＵＦＪ

ニコス所定の方法でその提供を受けるものとします。 

2．会員は、組合が提供する特典およびサービスを受ける場合、組合所定の方法で

その提供を受けるものとします。 

第 7条（年会費） 

本カードの年会費は、以下のとおりとします。 

（税込） 

 
ゴールド 一般カード 

本人会員 3,300円 永年無料 

家族会員 永年無料 永年無料 

＊家族会員は 1名様のみご入会いただけます。 

第 8条（連帯保証の委託等） 

1．会員は、会員規約にもとづく三菱ＵＦＪニコスに対する一切の債務について、組

合に連帯保証を委託するものとします。 

2．会員は、三菱ＵＦＪニコスに対する債務の支払いを延滞した場合、会員に通知す

ることなく組合が三菱ＵＦＪニコスに保証債務を履行しても異議ないものとしま

す。 

3．会員は、組合が三菱ＵＦＪニコスに対する保証債務を履行した場合、組合が弁済

した金額および弁済に要した金額ならびにその他一切の費用をただちに組合に

支払うものとします。 

4．会員は、三菱ＵＦＪニコスが会員規約にもとづき三菱ＵＦＪニコス会員資格を取り

消すことができる場合もしくは期限の利益を喪失させることができる場合、ま

たは組合が債権保全のために必要と認めた場合、組合が三菱ＵＦＪニコスに対す

る保証債務を履行する前であっても、ただちに組合からの求償債務の全額を請

求されても異議ないものとします。 

第 9条（支払日・手数料率・利率等） 

1．本カードにおいては、会員規約における複数枚カード保有におけるカード利用

可能枠の規定は適用されないものとします。 

2．会員規約の規定にかかわらず、組合の定める毎月 23 日（金融機関休業日の場

合は翌営業日）を約定支払日とします。 

  なお、会員規約に定める「カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来

する約定支払日」は「カード利用の日以降直近の締切日の翌月の約定支払日」と

読み替えるものとします。 

3．会員規約の規定にかかわらず、リボ払いの手数料率（実質年率）は一般

カードは13．20％、ゴールドは12．60％とし、分割払いの手数料率（実質年

率）、分割払手数料の算出方法は下記のとおりとします。 
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支払回数（回） 1 2 3 5 6 10 

支払期間（ヵ月） 1 2 3 5 6 10 

手数料率 

（実質年率）（％） 
0 0 10．25 11．25 11．75 12．25 

利用代金（現金価格） 

100円あたりの分割 

払手数料の額（円） 

0 0 1．71 2．85 3．42 5．70 

 

支払回数（回） 12 15 18 20 24 
ボーナス

一括 

支払期間（ヵ月） 12 15 18 20 24 1～6 

手数料率 

（実質年率）（％） 
12．50 12．50 12．50 12．50 12．75 0 

利用代金（現金価格） 

100円あたりの分割 

払手数料の額（円） 

6．84 8．55 10．26 11．40 13．68 0 

4．会員規約の規定にかかわらず、カードローンの融資利率（実質年率）は、一般

カードは 12．90％、ゴールドは 9．90％とします。 

5．会員規約の定めにかかわらず、2010年5月16日以降、キャッシングサービス

およびカードローンの新規利用はできないものとします。 

※キャッシングサービスおよびカードローンのご利用残高のある場合は、完済

まで従来通りご返済いただきます。 

 

《1回払い、ボーナス一括払い、2回払い、分割払い（含むボーナス併用分割払い）につ

いて》 

（1）1 回払い、ボーナス一括払い、2 回払い、分割払いの支払回数、支払期間、手数

料率（実質年率）、分割払手数料の算出方法は下記のとおりとします。ただし、

ボーナス併用分割払いの場合、手数料率（実質年率）が下記と異なることがあ

ります。 

支払回数（回） 1 2 3 5 6 10 

支払期間（ヵ月） 1 2 3 5 6 10 

手数料率 

（実質年率）（％） 
0 0 10．25 11．25 11．75 12．25 

利用代金（現金価格） 

100円あたりの分割 

払手数料の額（円） 
0 0 1．71 2．85 3．42 5．70 

 

支払回数（回） 12 15 18 20 24 
ボーナス

一括 

支払期間（ヵ月） 12 15 18 20 24 1～6 

手数料率 

（実質年率）（％） 
12．50 12．50 12．50 12．50 12．75 0 

利用代金（現金価格） 

100円あたりの分割 

払手数料の額（円） 
6．84 8．55 10．26 11．40 13．68 0 

※一部の分割払い取扱加盟店では、指定できない支払回数があります。 

（2）ご利用代金（現金価格）と分割払手数料の合計金額が支払総額となります。分

割支払金は、ご利用代金（現金価格）と分割払手数料をそれぞれ支払回数で除

した金額の合計とし、それぞれの金額に端数が生じた場合は初回に算入するも

のとします。 
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<お支払例> 

現金価格 10万円を 10回払いでご利用の場合 

分割払手数料  100,000円×（5．70円/100円）=5,700円 

支払総額  100,000円+5,700円=105,700円 

分割支払金  100,000円÷10回+5,700円÷10回 

=10,570円 

（3）ボーナス併用分割払いのボーナス月は、夏 8月・冬 1月とします。また、ボーナ

ス月加算総額はショッピング利用代金の 50％とし、ボーナス併用回数で均等

分割（ただし、ボーナス月の加算金額は 1,000 円単位で均等分割できる金額

とします。）し、その金額を月々の分割支払金に加算して支払うものとします。 

 

《リボ払いについて》 

 

手数料率（実質年率）・・・・一般会員 13．20％ 

ゴールド会員 12．60％ 

 

ご入会時のリボルビング払いの算定方法は元利型残高スライド方式によるものとし、

会員規約別表 1 の支払コースのうち一般コースが適用されるものとします。なお、２０

２５年 12 月 9 日（以下「効力発生日」といいます。）より前に本人会員が入会している

場合、当該本人会員およびその家族会員に係るリボルビング払いの支払額の算定方

法は、会員規約第59条に定めるところに従い支払額の算定方法等が変更されるまで、

なお効力発生日の直前において適用されていたものが適用されるものとします。その

他リボルビング払いに係る規定については、手数料率（実質年率）および約定支払日

以外は会員規約の定めるところによるものとします。 

 

 

〈弁済金の額の具体的算定例（お支払例）〉 

（1）元利型残高スライド方式 

お支払コース：一般コース 

4月 16日から 5月 15日までに合計 11万円ご利用された場合 

 A  B  C  D  E  F  G  

支

払

回

数 

締切日 締切日時

点のショッ

ピングリボ

残高（円） 

弁済日 弁済金

（円） 

弁済金

のうち

元金充

当 額

（円） 

弁済金

のうち

シ ョ ッ

ピ ン グ

利用手

数料充

当 額

（円）* 

弁済後の

ショッピ

ングリボ

残高(円) 

(B－E) 

1  5／15 110,000 6／23 10,000 10,000 0 100,000 

2  6／15 100,000 7／23 5,000 3,789 1,211 96,211 

*ショッピング利用手数料の計算（実際の弁済日にかかわらず、弁済日と同月の

10日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に弁済があったものとみなして計算し

ます。） 

6月 23日支払分 

利用日以降最初に到来する締切日（5月 15日）まではショッピング利用手数

料はかかりません。 
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7月 23日支払分 

110,000円×13.2%÷365日×25日（5月16日～6月9日）＋100,000

円×13.2%÷365日×6日（6月 10日～6月 15日）＝1,211円（1円未満

端数切捨て） 

 

(2) 元金型残高スライド方式 

お支払コース：一般コース 

4月 16日から 5月 15日までに 11万円ご利用された場合 

 A  B  C  D  E  F  G  

支

払

回

数 

締切日 締切日時

点のショッ

ピングリボ

残高（円） 

弁済日 弁済金

（円） 

弁済金

のうち

元金充

当額

（円） 

弁済金

のうち

ショッ

ピング

利用手

数料充

当額

（円）＊ 

弁済後の

ショッピン

グリボ残

高(円) 

(B－E)  

1  5／15 110,000 6／23 10,000 10,000 0 100,000 

2  6／15 100,000 7／23 6,211 5,000 1,211 95,000 

*ショッピング利用手数料の計算（実際の弁済日にかかわらず、弁済日と同月の

10 日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に弁済があったものとみなして計

算します。） 

6月 23日支払分 

利用日以降最初に到来する締切日（5月 15日）まではショッピング利用手数

料はかかりません。 

7月 23日支払分 

110,000円×13.2%÷365日×25日（5月16日～6月9日）＋100,000

円×13.2%÷365日×6日（6月10日～6月 15日）＝1,211円（1円未満

端数切捨て） 

 

（3）元利型定額方式 

毎月の支払額として指定された金額：10,000円 

4月 16日から 5月 15日までに 11万円ご利用された場合 

 A  B  C  D  E  F  G  

支

払

回

数 

締切日 締切日時

点のショッ

ピングリボ

残高（円） 

弁済日 弁済金

（円） 

弁済金

のうち

元金充

当額

（円） 

弁済金

のうち

ショッピ

ング利

用手数

料充当

額（円）* 

弁済後の

ショッピ

ングリボ

残高(円) 

(B－E) 

1  5／15 110,000 6／23 10,000 10,000 0 100,000 

2  6／15 100,000 7／23 10,000 8,789 1,211 91,211 

*ショッピング利用手数料の計算（実際の弁済日にかかわらず、弁済日と同月の

10日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に弁済があったものとみなして計算

します。） 
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6月 23日支払分 

利用日以降最初に到来する締切日（5月 15日）まではショッピング利用手数

料はかかりません。 

7月 23日支払分 

110,000円×13.2%÷365日×25日（5月16日～6月9日）＋100,000

円×13.2%÷365日×6日（6月 10日～6月 15日）＝1,211円（1円未満

端数切捨て） 

 

（４）元金型定額方式 

毎月の支払額として指定された金額：10,000円 

4月 16日から 5月 15日までに 11万円ご利用された場合 

 A  B  C  D  E  F  G  

支

払

回

数 

締切日 締切日時

点のショッ

ピングリ

ボ残高

（円） 

弁済日 弁済金

（円） 

弁済金

のうち

元金充

当額

（円） 

弁済金

のうち

ショッ

ピング

利用手

数料充

当額

（円）* 

弁済後の

ショッピン

グリボ残

高(円) 

(B－E) 

1  5／15 110,000 6／23 10,000 10,000 0 100,000 

2  6／15 100,000 7／23 11,211 10,000 1,211 90,000 

*ショッピング利用手数料の計算（実際の弁済日にかかわらず、弁済日と同月

の 10日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に弁済があったものとみなし

て計算します。） 

6月 23日支払分 

利用日以降最初に到来する締切日（5月 15日）まではショッピング利用手数料

はかかりません。 

7月 23日支払分 

110,000円×13.2%÷365日×25日（5月16日～6月9日）＋100,000

円×13.2%÷365日×6日（6月 10日～6月 15日）＝1,211円（1円未満

端数切捨て） 

 

 

 

 

2025年 12月 9日改定 

中部電力生活協同組合組合員証 
「個人情報の取扱いに関する特約」 

第 1条（本特約の適用） 

本特約は、個人会員規約上の「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約として

定めるものであり、本特約と「個人情報の取扱いに関する同意条項」が抵触する場

合は、本特約が優先し、適用されるものとします。なお、本特約で使用する用語の定

義は、本特約または中部電力生活協同組合組合員証会員特約で特に定義する場合

を除き「個人情報の取扱いに関する同意条項」上の定義によるものとします。 
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第 2条（個人情報の取得・保有・利用・提供） 

本カードの本人会員入会申込者、本人会員、家族会員入会申込者および家族会員

（以下「会員等」といいます。）は、三菱ＵＦＪニコス株式会社（以下「三菱ＵＦＪニコス」

といいます。）が取得した以下各号の情報（以下「個人情報」といいます。）を保護措

置を講じたうえで下記の提携先（以下「提携先」といいます。）に提供し、提携先が下

記の目的のために利用することに同意するものとします。  

①入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または三菱ＵＦＪニ

コスに提出した書面等に記載された、あるいは申告いただいた氏名、性別、生年

月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号

等、本人に関する情報（これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含み

ます。以下同じ。）。 

②入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠、与信判断結果（ただし、与信判断の

理由は除きます。）等、本契約の内容に関する情報。 

③本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の支払状況、お電話等

でのお問合せ等により三菱ＵＦＪニコスが知り得た情報。 

提携先名称：中部電力生活協同組合 

住 所：〒461-0005 名古屋市東区東桜二丁目 6番 6号 

電話番号：052-932-1801 

利用目的：①中部電力生活協同組合の協同組合事業における市場調査、商品開

発。 

②中部電力生活協同組合の協同組合事業における宣伝物・印刷物の送

付等、営業案内。 

第 3条（利用中止の申出） 

会員等が、前条の利用目的②に定める宣伝物・印刷物の送付等、営業案内につい

て、三菱ＵＦＪニコスまたは提携先に中止を申出た場合、三菱ＵＦＪニコスおよび提携

先は、利用中止の措置をとります。ただし、措置を講じるために合理的に相当な期

間が必要となる場合があります。中止の申出については、三菱ＵＦＪニコスもしくは

提携先にご連絡ください。 

第 4条（個人情報の開示・訂正・削除） 

1．会員等は提携先に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、

自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。提携先に開示

を求める場合には、提携先にご連絡ください。 

2．万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、提携先は、個人

情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に

応じます。 
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